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（１）策定の体制 

本計画の策定にあたっては、新たに⽴地適正化計画の要素を取り⼊れることから、より
専⾨的な⾒地からの審議を進めるため、学識経験者から構成される「都市計画マスタープ
ラン等の検討に関する専⾨部会」（以下「専⾨部会」という。）を⻄東京市都市計画審議会が
設置し、多⾓的な視点から検討を⾏ってきました。 

また、庁内では同時期に改定する第３次総合計画や各分野の諸計画と整合を図るため、
関係部署（課⻑級）の職員により構成された「まちづくり検討プロジェクトチーム」（以下
「まちづくり PT」という。）を設置し、意⾒交換や個別計画などとの整合を図ってきまし
た。更に検討の段階ごとに⼦どもをはじめ市⺠等の⽅々との意⾒聴取の場を設けて意⾒等
の把握を⾏い、⻄東京市都市計画審議会等に報告して進めてきました。 
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（２）検討経緯（会議等の開催） 

月 日 会 議 等 主な内容 

令和 3（2021）年 

5 ⽉ 17 ⽇ 
都市計画審議会 
（第 67 回） 

・改定スケジュール ・専⾨部会の設置 

11 ⽉ 19 ⽇ 
都市計画審議会 
（第 69 回） 

・都市計画マスタープラン等の策定に係る検討状況 
・専⾨部会員の選出 

12 ⽉ 16 ⽇ 第１回まちづくり PT 
・検討体制 ・検討スケジュール ・市の概況  
・現⾏計画の評価 

12 ⽉ 22 ⽇ 第 1 回専⾨部会 ・検討スケジュール ・市の概況 ・現⾏計画の評価 

令和 4（2022）年 

1 ⽉ 28 ⽇ 第 2 回まちづくり PT ・現⾏計画の評価 ・市の⼈⼝特性 ・基礎調査の概要 

2 ⽉ 4 ⽇ 第 2 回専⾨部会 ・現⾏計画の評価 ・市の⼈⼝特性 ・基礎調査の概要 

2 ⽉ 18 ⽇ 
都市計画審議会 
（第 70 回・書⾯開催） 

・市の概況 ・現⾏計画の評価 ・市の⼈⼝特性 

4 ⽉ 27 ⽇ 第 3 回まちづくり PT 
・都市構造上の課題（都市機能、災害） 
・⽴地適正化計画の概要 ・基礎調査の結果 

5 ⽉ 2 ⽇ 第 3 回専⾨部会 
・都市構造上の課題（都市機能、災害） 
・⽴地適正化計画の概要 ・基礎調査の結果 

5 ⽉ 19 ⽇ 
都市計画審議会 
（第 71 回） 

・都市構造上の課題（都市機能、災害） 
・⽴地適正化計画の概要 

7 ⽉ 4 ⽇ 第 4 回まちづくり PT 
・課題の分類 ・まちづくりの⽅向性（都市像の検討等） 
・市⺠意向調査の概要 

7 ⽉ 6 ⽇ 第 4 回専⾨部会 
・課題の分類 ・まちづくりの⽅向性（都市像の検討等） 
・市⺠意向調査の概要 

8 ⽉ 19 ⽇ 
都市計画審議会 
（第 72 回・書⾯開催） 

・課題の分類 ・都市像の検討 ・市⺠意向調査の概要 

8 ⽉ 23 ⽇ 
8 ⽉ 24 ⽇ 

こども 
まちづくり研究会 

・まちの理想像（絵の作成） ・まちづくり体験ゲーム 

9 ⽉ 22 ⽇ 
9 ⽉ 24 ⽇ 
9 ⽉ 27 ⽇から 
9 ⽉ 30 ⽇まで 

第 1 回 
オープンハウス 

・計画の概要 ・市の現況 ・これまでの市の取組 
・アンケートパネル（まちづくりに必要な要素など） 

10 ⽉ 20 ⽇ 第 5 回まちづくり PT ・市⺠意向の報告 ・全体構想（案）の概要 

10 ⽉ 25 ⽇ 第 5 回専⾨部会 ・市⺠意向の報告 ・全体構想（案）の概要 

11 ⽉ 7 ⽇ 
都市計画審議会 
（第 73 回） 

・市⺠意向の報告 ・全体構想（案）の概要 

11 ⽉ 16 ⽇から 
12 ⽉ 2 ⽇まで 

⾼校⽣ 
アンケート調査 

・居住意向 ・駅周辺に必要な施設 ・移動⼿段 

12 ⽉ 12 ⽇から 
12 ⽉ 17 ⽇まで 

第 2 回 
オープンハウス 

・これまでの市⺠意向 ・全体構想（案）の概要 

令和 5（2023）年 

2 ⽉ 3 ⽇ 
2 ⽉ 15 ⽇ 

⼤学⽣ 
ワークショップ 

・将来都市像（案）を踏まえたまちづくり 
・分野別まちづくり⽅針において取り組むべき内容 
・まちのデザインで描く要素 
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月 日 会 議 等 主な内容 

3 ⽉ 7 ⽇ 第 6 回専⾨部会 ・全体構想（案） ・⽴地適正化計画（案）の概要 

3 ⽉ 29 ⽇ 第 6 回まちづくり PT ・全体構想（案） ・⽴地適正化計画（案）の概要 

5 ⽉ 12 ⽇ 
都市計画審議会 
（第 74 回） 

・全体構想（案） ・⽴地適正化計画（案）の概要 

7 ⽉ 20 ⽇ 第 7 回専⾨部会 ・拠点別構想（案）の概要 ・居住誘導区域（案） 

8 ⽉ 1 ⽇ 第 7 回まちづくり PT ・拠点別構想（案）の概要 ・居住誘導区域（案） 

8 ⽉ 18 ⽇ 
都市計画審議会 
（第 75 回） 

・拠点別構想（案）の概要 ・居住誘導区域（案） 

8 ⽉ 28 ⽇ 
9 ⽉ 1 ⽇ 
9 ⽉ 2 ⽇ 
9 ⽉ 5 ⽇ 
9 ⽉ 6 ⽇ 
9 ⽉ 18 ⽇ 

第 3 回 
オープンハウス 

・拠点別構想（案）の概要  
・⽴地適正化計画（案）の概要 

10 ⽉ 12 ⽇ 第 8 回専⾨部会 
・居住誘導区域、都市機能誘導区域及び誘導施設（案）  
・防災指針（案） ・計画の推進に向けて（案） ・計画（原案） 

10 ⽉ 17 ⽇ 第 8 回まちづくり PT 
・居住誘導区域、都市機能誘導区域及び誘導施設（案）  
・防災指針（案） ・計画の推進に向けて（案） ・計画（原案） 

10 ⽉ 30 ⽇ 
都市計画審議会 
（第 76 回） 

・居住誘導区域、都市機能誘導区域及び誘導施設（案）  
・防災指針（案） ・計画の推進に向けて（案） ・計画（原案） 

12 ⽉ 7 ⽇ 第 9 回専⾨部会 
・計画（原案）に関する意⾒交換 
（都市計画審議会等で出た意⾒に対する⽅針） 

12 ⽉ 15 ⽇から 
1 ⽉ 15 ⽇まで 

パブリックコメント ・計画（素案） 

令和 6（2024）年 

1 ⽉ 22 ⽇ 第 9 回まちづくり PT ・計画（案） 

1 ⽉ 24 ⽇ 第 10 回専⾨部会 ・計画（案） 

2 ⽉ 9 ⽇  
都市計画審議会 
（第 77 回） 

・計画（案）の諮問・答申 

3 ⽉ 29 ⽇ 計画公表 ・計画改定 

 
（３）専門部会員 

所属等 氏名 備考 

東洋⼤学 国際学部 国際地域学科 教授 岡村 敏之  
東京都市⼤学 都市⽣活学部 都市⽣活学科 准教授 中島 伸 部会⻑ 
株式会社フォルク 代表取締役 三島 由樹  
東京⼤学 ⼤学院⼯学系研究科 准教授 村⼭ 顕⼈  

（敬称略、五⼗⾳順） 
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（１）こどもまちづくり研究会 

将来のまちづくりの担い⼿となる⼦どもたちが想い描くまちの姿を把握することを⽬的
に実施しました。 

意見収集 

方  法 

◇絵の作成 

⾃宅や普段遊んでいる場所のまわりに、ほしいもの・あったらいいものを⾃由
な発想で絵に描いてもらうとともに、どんなまちになったらうれしいか、キー
ワードなども含めて表現してもらいました。 
◇まちづくり体験ゲーム 

施設カードを使⽤して駅や⾃宅、学校周辺に「あるといいな」をテーマに、職
員とコミュニケーションをとりながら、施設等の配置を通じて、理想のまちを
イメージしてもらいました。施設カードを配置後、⼦どもたちにまちのコンセ
プトについて「●●のまち」とタイトル付けをしてもらいました。 

参加者数 
◇絵の作成       参加者数 28 ⼈  作成枚数 28 枚 
◇まちづくり体験ゲーム  参加者数 41 ⼈  作成枚数 15 枚 

 
１）絵の作成 

  
1．少しやすめる広場が欲

しい 
2．夏も冬も遊びまくれる所

があるとうれしい 

3．こんなかんじの博物館

がほしい！！ 

4．無料のゲームセンター（ある

いは多くのゲームがいっぱ

いできるゲームセンター）が

ほしい 
    

   
5．今からこの東京都は我

ら西東京市民のものだ 

6．ドラえもんがいる世界 7．西東京市民無料 8．こんなかんじの個人で集中

して勉強できるしせつがほ

しい 
    

   
9．し料館が近くにあって

もっと勉強がすすむよ

うなし料館がほしい 

10．明かりの多いまちにな

ってくれたらうれしい 

11．酸素はいしゅつ量日

本一の町 

12．あそべるまち 

 

２ 市民意向 
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13．すごいまち 14．デメリットを最低げん

におさめてほしい 
15．スポーツができるまち 16．⾃由なまち 

    

   
17．たのしい町 18．－ 19．⽇かげをふやしてほし

い、冬はぎゃくに温か
く（すずめるたてもの） 

20．すきなまち 

    

    
21．ゆうえんちなどのたの

しいところがほしい 
22．がっこうがちかくにな

っているまち 
23．－ 24．だがしや、服や、ゲーム

センター、キャンメイク 
    

    
25．シーソー、だがしや、本

屋、レゴ、カバン屋、い
ちご、カレー、ガチャガ
チャ、ポケモン 

26．ディズニーランドがあ
るまち 

27．雪だらけの町 28．楽しいまち︕︕ 

 
２）まちづくり体験ゲーム 

1．便利が詰まっているまち（１名） 2．家のまわりがごうかなまち（４名） 3．安全・楽しい・おもしろいまち（２名） 
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4．都会すぎず⽥舎すぎないまち
（３名） 

5．⽔と緑あふれる豊かなまち（1
名） 

6．⼤通りがあるまち ⾃宅近くは静
かなまち 川遊びができるまち
（3 名） 

   
 

7．町の⼈が便利になるようにした
まち コスパを良くしたい 
公園があった⽅が緑が広がる
（３名） 

8．何でもある無限のまち（１名） 9．いろんなものがちかいまち（３名） 

   
 

10．幸せなまち（2 名） 11．友達と住むまち（４名） 12．安⼼して過ごせるまち 楽しい
まち 便利なまち 何でもでき
るまち（４名） 
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13．幸せなまち けんかがないま
ち たいせつのまち ポケモ
ンのまち（４名） 

14．⾃然の多いまち ⾃然とショ
ッピングのまち 都会と⽥舎
のまち（３名） 

15．⾃然が多いまち 便利なところ
がいっぱいあるまち ⾃然があ
ってお花が育つきれいなまち 
みんなが笑顔で暮らせるまち
（４名） 

   
 

（２）高校生アンケート調査 

⾼校⽣の⽣活⾏動を把握した上で、拠点ごとの⽅針などに⾼校⽣の考えを取り⼊れ計画
に反映させることを⽬的として実施しました。 

意見収集 

方  法 
⼆次元コードを読み取り、Web 上の回答フォームから回答 

回答数及び

回答率 
回答数︓669 票  回答率︓30.7％ 

 
１）居住地 

○市内から通学している⼈は、24.1％となっており、
市外から通学している⼈が 75.8％となっている。 

○市外から通学している⼈の中で最も多かったのが、
「練⾺区」で、次いで「⼩平市」と「東村⼭市」と
なっている。 

 
 
 
２）移動手段 

○通学時に鉄道利⽤している⼈は、36.9％となって
おり、鉄道利⽤しない⼈は 63.1％となっている。 
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○最寄り駅から学校までの移動⼿段は、「徒
歩のみ」が 52.6％と最も多く、次いで「路
線バス」が 35.6％、「⾃転⾞」が 6.5％と
なっている。 

※通学時に鉄道利⽤する⽅のみの回答 

○⾃宅から学校までの移動⼿段は、「⾃転
⾞」が 84.4％と最も多く、バス（「路線バ
ス」と「はなバス」の合計）を利⽤してい
る⼈は 10.0％以下にとどまっている。 

※通学時に鉄道利⽤しない⽅のみの回答 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３）生活行動 

①日用品・食料品などの買い物先について 

○市内では、「⽥無駅周辺」が 22.1％と最も多く、次いで「ひばりヶ丘駅周辺」が 8.8%
となっている。 

〇その他⻄東京市外では、「吉祥寺」が 6.3％、「武蔵境」が 4.2％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②非日用品の買い物先について 

○市内では、「⽥無駅周辺」が 17.0％と最も多く、次いで「ひばりヶ丘駅周辺」が 9.0%
となっている。 

〇その他⻄東京市外では、「吉祥寺」が 13.0％、「⽴川」が 4.9％となっている。 

 

 

 

 

 

  

《 その他の内訳 》 

《 その他の内訳 》 

行き先 回答数 構成比

吉祥寺 42件 6.3%
武蔵境 28件 4.2%
⼤泉学園 16件 2.4%
東久留⽶ 14件 2.1%
⼩平 12件 1.8%
三鷹 12件 1.8%

行き先 回答数 構成比

吉祥寺 87件 13.0%
⽴川 33件 4.9%
池袋 27件 4.0%
所沢 17件 2.5%
渋⾕ 16件 2.4%
武蔵境 16件 2.4%
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③塾や予備校、習い事の行先について 

○市内では、「⽥無駅周辺」が 14.8％と最も多く、次いで「ひばりヶ丘駅周辺」が 8.5%
となっている。 

〇その他⻄東京市外では、「吉祥寺」が 4.6％、「武蔵境」が 3.6％となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

④遊びに出かける行先について 

○市内では、「⽥無駅周辺」が 18.4％と最も多く、次いで「ひばりヶ丘駅周辺」が 6.9%
となっている。 

〇その他⻄東京市外では、「吉祥寺」が 10.6％、「池袋」が 5.7％となっている。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

⑤カフェや飲食店利用時の行先について 

○市内では、「⽥無駅周辺」が 21.7％と最も多く、次いで「ひばりヶ丘駅周辺」が 10.8%
となっている。 

〇その他⻄東京市外では、「吉祥寺」が 10.0％、「武蔵境」が 3.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

《 その他の内訳 》 

《 その他の内訳 》 

《 その他の内訳 》 

行き先 回答数 構成比

吉祥寺 71件 10.6%
池袋 38件 5.7%
新宿 29件 4.3%
⽴川 29件 4.3%
渋⾕ 20件 3.0%

行き先 回答数 構成比

吉祥寺 67件 10.0%
武蔵境 23件 3.4%
⽴川 15件 2.2%
⼤泉学園 14件 2.1%
国分寺 14件 2.1%
東久留⽶ 14件 2.1%

行き先 回答数 構成比

吉祥寺 31件 4.6%
武蔵境 24件 3.6%
東久留⽶ 17件 2.5%
⼤泉学園 15件 2.2%
清瀬 10件 1.5%
東村⼭ 10件 1.5%
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（３）大学生ワークショップ 

将来都市像とまちづくりの⽬標について、⼤学⽣の柔軟な発想をもとに、まちの理想像
を考えてもらうことで、分野別のまちづくり⽅針において取り組むべき内容の検討や、ま
ちのデザインで描く要素の参考とすることを⽬的として実施しました。 

意見収集 

方  法 

◇第 1 回（ワークショップ） 

中⼼拠点（⽥無駅周辺、ひばりヶ丘駅周辺、保⾕駅周辺）、地域拠点（⻄武
柳沢駅周辺、東伏⾒駅周辺、ひばりが丘団地周辺）、拠点以外の地域（宅地
化の進んでいない幹線道路の沿道、⽊造住宅密集地域）の 3 グループに分
かれ、まちの特性等を踏まえた理想像を考えました。 
◇第 2 回（市への提案） 

市⻑、副市⻑、まちづくり部⻑に対して、グループごとに成果を発表しました。 

参加者数 
武蔵野⼤学⼯学部建築デザイン学科 ⼤学 3 年⽣〜⼤学院 2 年⽣ 
（３⼈×３グループ 計 9 ⼈） 

 
１）ワークショップ 
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２）市への提案（抜粋） 

①中心拠点（田無駅周辺、ひばりヶ丘駅周辺、保谷駅周辺） 

【田無駅周辺】 【ひばりヶ丘駅周辺】 

 

 

【保谷駅周辺】  

 

 

 
②地域拠点（東伏見駅周辺、西武柳沢駅周辺、ひばりが丘団地周辺） 

【東伏見駅周辺】 【西武柳沢駅周辺】 

  

【ひばりが丘団地周辺】  

 

 

 
 
  

出典：Google 地図データ ©2023 出典：Google 地図データ ©2023 
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③拠点以外の地域（宅地化の進んでいない幹線道路の沿道、木造住宅密集地域） 

【宅地化の進んでいない幹線道路の沿道】 【木造住宅密集地域】 

  

  

  

 
 
 
 
 
 

（４）まちづくりオープンハウス 

まちづくりオープンハウスについて、第１回から第３回までで使⽤したパネルは以下の
とおりです。 

１）第１回 

   



 

259 
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２）第２回 
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３）第３回 
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（５）パブリックコメント 

都市計画マスタープラン（⽴地適正化計画を含む）（素案）について、広く市⺠等から意
⾒を求め、計画策定にあたっての市⺠等の意⾒を反映することを⽬的に実施しました。 

意見収集 

方  法 

市役所都市計画課窓⼝や市ホームページにおいて計画書（素案）を公表し、
意⾒を募集しました。 
【意見の提出方法】 

郵送による送付、ファクシミリによる送信、電⼦メールまたは市ホームペ
ージ内専⽤フォームによる送信 

意見提出数 30 件（８⼈） 

市⺠の皆さんからお寄せいただいた意⾒を⼀部要約等した上、素案の項⽬ごとに整理し、
それに対する⻄東京市の考え⽅をまとめた⼀覧を次⾴に⽰します。 

項⽬ごとに、「お寄せいただいた意⾒」「市の検討結果」を記述しています。 
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項
⽬ お寄せいただいた意⾒と市の検討結果 

1 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪道路の安全対策≫ 件数︓６件 
 交通量の多さに対し、道路の幅員が狭い。道路を拡幅できないのであれば、電柱

の地中化を⾏ってほしい。歩⾏者、⾃転⾞、⾃動⾞が安全に通⾏できるまちづく
りを進めてほしい。（2 件）  

 ひばりが丘２丁⽬インテージ脇から中原⼩学校正⾨までのバス通りが、⾮常に狭
く危険である。バスの本数も多く道路整理員が⽴っていないとバスのすれ違いも
できない。歩⾏者や⾃転⾞の往来も多いのに、歩道はなく道幅も⾮常に狭いので、
歩⾏者も⾃転⾞も⾞の運転⼿にとっても⾮常に怖いです。昔からの住宅密集地で
あるこの部分だけが危険なまま放置されています。この現状では⼦どもにもお年
寄りにも、通学・通勤のために駅を利⽤する現役世代にもやさしくないまちにな
ってしまう。⻄東京市の都市計画事業として、この道路の拡幅を⾏ってほしい。  

 ⽥無⼆中、⾕⼾第⼆⼩学校、保⾕⾼校があり、⼦ども達や若者が登下校に沢⼭通
ります。道路幅も狭く、⾞の通り抜けとして朝から⼣⽅まで沢⼭の⾞や⾃転⾞が
⾏き交います。危ないです。本当になんとかしてください。  

 フコク⽣命前の横断歩道に押しボタン式の信号機を早急に設置してほしいです。
お年寄りや散歩に⾏く保育園児、運転⼿の安⼼のためにもお願いします。  

 幅員が狭い道路については、⼀⽅通⾏化等の交通規制を検討してほしい。 
 
【市の検討結果】 

既存の道路については、地区計画などの制度活⽤により、建物の建替えにあわせた
拡幅等を検討します。また、住宅地等で事業者により新設する道路については、ゆと
りある道路空間を確保するため、適切な道路構造を踏まえて指導します。 

また、バスなどの公共交通の⾏き来がある既設道路は、安⼼して通⾏できるよう環
境整備などを検討します。 

その他、都市計画道路の整備などにあわせた無電柱化により、歩⾏者等の安全性の
確保や誰もが安全に通⾏できるよう、ユニバーサルデザインの推進をはじめ、路側帯
や道路標識等の整備のほかゾーン 30 等の交通規制に関する施策など交通安全対策
について検討します。 

2 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪駅周辺（拠点）への都市機能誘導≫ 件数︓4 件 
 超少⼦⾼齢時代における誰もが安⼼安全なまちづくりについて、⼈⼝減少を⾒込

み若者たちの意⾒を聞いているが、理想のまちづくりに偏りを感じる。⼈⼝減少
にあわせてコンパクトなまちづくりにするために駅周辺に機能を充実させたい
ということか。  

 ⽥無駅南⼝に、6 時から 23 時まで買い物が出来るスーパーマーケットと⾷堂が
あると出勤前に弁当を買えて、帰宅途中でおかずを買えて便利です。コンビニは
ありますが、価格が⾼めで添加物等⼊っている為購⼊には⾄りません。また、⼈
と待ち合わせすることが出来る喫茶店（お茶を飲みながら楽しめる）場があると
助かります。  

 駅前の商業施設に⼊っている店舗も限られており、欲しいものが⼿に⼊らないの
で⼈気のある店舗を⼊れてほしいです。  

 駅周辺に都市機能を誘導すると、⾃転⾞駐⾞場が不⾜するのではないですか。 
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項
⽬ お寄せいただいた意⾒と市の検討結果 

【市の検討結果】 
本計画の策定にあたり、⼦どもから⾼齢者まで、幅広い世代からの意⾒を伺いなが

ら進めてきました。 
本市は、⾯積約 15.75ｋｍ2 でありながらも鉄道が２路線５駅あり、市内外の駅間

を結ぶ路線バス等が運⾏されていることから、公共交通の利便性が確保されていま
す。また、全域が市街化区域であり、⼈⼝密度が⾼く既にコンパクトな市街地が形成
されていますが、今後のゆるやかな⼈⼝減少や⾼齢化の進⾏が予測されるため、引き
続き⼈⼝を維持し、誰もが暮らしやすい住環境を形成することが必要と考えていま
す。 

公共交通によりアクセスの利便性が⾼い⽥無駅などの鉄道駅の周辺については、商
業施設などの都市機能が集積しているため、今後も維持・誘導を図っていく⽅針です。 
⾃転⾞駐⾞場の不⾜などへの対応については、シェアサイクルなどの移動サービスや
駅周辺の⾃転⾞駐⾞場の整備などにより、⾃転⾞を利⽤しやすい環境の整備を図りま
す。 

3 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪南北⽅向（⻄武鉄道新宿線と池袋線間）のバス以外の交通⼿段の整備≫ 件数︓２件 
 ⻄武新宿線の駅と⻄武池袋線の駅の間の⾏き来がバスしかないのが不便だと思

います。バスは、道路状況によっては時刻表どおりに来ないため、早めに出るな
どしなくてはならず、⾯倒くさいです。⻄武新宿線の駅と⻄武池袋線の駅の間で、
地下鉄や路⾯電⾞等、バス以外の交通⼿段を検討してほしい。  

 南北⽅⾯の交通は、⻄東京都市計画道路 3・2・6 号調布保⾕線の開通により、道
路の利便性は良くなったが、鉄道のアクセスが無いため不便は解消されていな
い。そこで現在、都営⼤江⼾線の⼤泉学園までの延伸計画があるが、これを調布
保⾕線に引き込み、環状鉄道網として実現することを提案したい。 

 
【市の検討結果】 

南北⽅向の交通については、都市計画道路などの整備の進捗状況に合わせて、路線
バス等の経路変更や新規路線開設など、公共交通ネットワークの充実に向けた対応を
検討します。 

4 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪空き家対策≫ 件数︓２件 
 空き家が増えているのに、宅地化が進んでいるのが気になる。  
 空き家を解消できるとよい。 
 
【市の検討結果】 
空き家等の利活⽤や流通促進等を図る取組を推進していきます。 

5 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪農地の保全≫ 件数︓２件 
 農地が宅地化され、みどりが減っているのが気がかりである。  
 「農地が⾝近にある住環境の維持」の想定される事業等、「関連する国の⽀援事

業」の構築があるとよい。 
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項
⽬ お寄せいただいた意⾒と市の検討結果 

【市の検討結果】 
みどりや農地の保全・活⽤、住宅地等の緑化推進などみどりと調和した⼟地利⽤を

推進します。事業や⽀援制度については、国や東京都の動向も踏まえて情報を収集し、
「農地が⾝近にある住環境の維持」に向けた取組を検討します。 

6 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪防災上課題のある地域のまちづくり≫ 件数︓２件 
 ⼦どもたちの安⼼安全を第⼀に今後の課題に向き合ってほしいです。泉町１丁⽬

は防災危険リスクが⾼い地域です。かつ⾼齢者が多く、地域の活性化もすすんで
おりません。古き良き⾒守り機能も弱くなっております。また、商店街では昭和
30 年代などに建てられた住宅兼シャッター店舗があり、密集していますので地
震災害時の不安が⼤きいです。なんとか中央部を⾒捨てないでいただき課題解決
を切に願います。  

 ⻄ 3・4・11 号線の事業が進んでいます。この沿線は防災環境促進ゾーンがあり
危険ランク 3 に該当しています。住吉町 6 丁⽬には住吉⼩学校と元都営住宅跡
地が⻑年放置されたままありますが、この度の⻄ 3・4・11 号線の執⾏により都
有地の開発がどのようになるのか︖ 

 
【市の検討結果】 

地震などの災害に対する建物の耐震化・不燃化等の対策を進め、防災性の⾼い市街
地の形成を⽬指します。また、歩⾏者及び⾃転⾞利⽤者の交通事故の防⽌など、誰も
が安全に通⾏できるよう、ユニバーサルデザインの推進をはじめ、路側帯や道路標識
等の整備のほかゾーン 30 等の交通規制に関する施策など交通安全対策について検
討します。これらの、全体構想で⽰している内容については、拠点に限らず市全域に
おいて取り組みを進めていきます。 

⻄ 3・4・11 号練⾺東村⼭線の⼀部の区間では、防災環境促進ゾーンとなっており
ますが、⻄３・４・11 号練⾺東村⼭線の整備による延焼遮断帯の形成のほか、⽤途
地域の⾒直しなどにより⼀定程度、防災性が向上していくものと考えています。 
また、元都営住宅跡地につきましては、東京都と連携して⼟地利⽤を検討します。 

7 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪学校を核としたまちづくり≫ 件数︓2 件 
 ⼦育て世帯からすると学童に預けた⼦ども達が安全に帰宅でき、家の近くで安全

に⾒守ってくれる⼤⼈達がいることを望んでいます。安⼼してお友達と待ち合わ
せし、交通安全が確保され、徒歩５分〜10 分以内にいける地域拠点が各々ある
ことが望まれます。そこでは全学校の校庭をもっと⾃由度があるように使わせて
もらったり、今ある既存の公的施設をいかに改修し⽣まれ変わらせるかに、かか
っていると思います。  

 学校を拠点にしたまちづくりをする際は、限定された区域だけではなく、現在あ
るすべての学校を考慮し、周辺にすむ住⺠皆が現実的に利⽤しやすく、⼦どもた
ちの願いをかなえ、どこかだけが住みやすい得をするような地域格差をつくらな
いでください。 
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項
⽬ お寄せいただいた意⾒と市の検討結果 

【市の検討結果】 
第３次基本構想・基本計画（第３次総合計画）の「学校を核としたまちづくり」を踏
まえ、学校施設の建替えなどの機会を捉え、更なるコミュニティの形成を図るため、
関係部署と連携しながら学校施設の在り⽅と、まちづくりのルールについて検討しま
す。 

8 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪⼾建て住宅の耐震化≫ 件数︓１件 
⼀⼾建ての住宅は、全⼾耐震化できるとよい。  
【市の検討結果】 

⼾建て住宅等については、耐震化への取り組みを推進するため、耐震診断及び耐震
改修を⾏いやすい環境の整備や負担軽減のための制度等の拡充を検討します。 

9 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪連続⽴体交差事業≫ 件数︓１件 

⽥無駅から⻄武柳沢駅間の連続⽴体交差事業の実現を望む。 
 
【市の検討結果】 

南北のまちの⼀体性を確保し、円滑な移動を確保するため、⻄武新宿線の南北の横
断対策について、関係機関と協議を進めるとともに、交通の円滑化や事故の低減に向
けた対策を検討します。 

10 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪⾃然資源、歴史的資源の周知≫ 件数︓１件 

⾃然資源、歴史的資源について、⼤型の看板を設置するなど、周知できるとよい。 
 
【市の検討結果】 

⾃然資源、歴史的資源については、関係部署と連携し、⾃然資源、歴史的資源を活
かした特徴的なみどりと魅⼒ある景観づくりを推進します。 

11 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪街路沿道の緑化≫ 件数︓１件 

⻘梅街道や東京街道、新⻘梅街道など街道沿いに⽊がなさすぎて、夏場の直射⽇光
がきつすぎる。暑すぎて耐えられない。温暖化で夏場は暑すぎるので歩⾏者や⾞が⾛
る道にも⽊を植えて⽇陰を作ってほしい。夏場はただでさえ熱中症で搬送される⼈多
いので、対策をしてほしい。 
 
【市の検討結果】 

幹線道路においては、街路樹や街路植栽、沿道敷地の緑化等により、みどりの充実
を図るほか、無電柱化などにより、歩⾏者空間の安全性・快適性を⾼め、景観にも配
慮した道路空間の形成による環境整備を推進します。 

12 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪公共施設のバリアフリー化≫ 件数︓1 件 

住⺠、仕事・学業で⻄東京市に通っている⼈たちにやさしいまちづくりをしてほし
い。バリアフリーのバの字にも達していない公共施設が多すぎる。 
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項
⽬ お寄せいただいた意⾒と市の検討結果 

【市の検討結果】 
建築物については、だれもが利⽤しやすいよう、公共施設のユニバーサルデザイン

を推進するほか、だれもが不⾃由のない⽇常⽣活を送れるよう、住宅や店舗等の⺠間
建築物のユニバーサルデザインに対する⽀援を⾏います。 

 

13 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪開発における荷捌きスペースの設置≫ 件数︓１件 

⻄東京市の条例でマンションなど集合住宅を建てる際は、せめて郵便局の⾞や宅配
の⾞が停められるスペース（駐⾞場）を義務化すべき。 
 
【市の検討結果】 

開発に伴う駐⾞場の設置については、⻄東京市⼈にやさしいまちづくり条例に基づ
き、指導します。 

14 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪駅拠点以外の拠点の整備≫ 件数︓１件 

各駅周辺を拠点にしての理想のまちづくりの構想は良くわかりました。誰もが安⼼
安全なまちづくりという視点で考えると中央部にも拠点があってほしいです。なぜな
ら⾼齢者は駅までいくのは⼤変ですから近いところ、徒歩で⾏ける買い物がしたいの
です。(それが⾝体機能を維持させる上でも予防にもなりますよね)今までは商店街の
皆様が担っていたとおもうのですが、シャッターがおりています。そこをもっと次の
世代が商売できるように都市整備をすすめて欲しいです。 
 
【市の検討結果】 

公共交通によりアクセスの利便性が⾼い鉄道駅などの周辺については、商業施設な
どの都市機能が集積しているため、今後も維持・誘導を図っていく⽅針ではあります
が、駅拠点以外についても地域の特性を踏まえた⼟地利⽤の誘導のほか、住宅地の防
災性の向上や公共施設におけるユニバーサルデザインの推進など、外出したくなるま
ちづくりを進めます。 

15 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪⽴地適正化計画︓届出制度≫ 件数︓１件 

農住環境共存ゾーンでは、開発に伴う届け出制度の創設の有効性に期待したいとこ
ろです。 
 
【市の検討結果】 

本計画策定に伴い新たに届出が必要となるのは、居住誘導区域外に⼀定規模以上の
開発等を⾏う場合や、都市機能誘導区域外に対象としている誘導施設を建設する際な
どに義務づけるものです。このため、農住環境共存ゾーンについては、居住誘導区域
内のため届出の義務はございませんが、農の⾵景育成地区などの農地保全策の推進を
検討します。 

16 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪協働のための役割分担≫ 件数︓１件 

今回謳われている「協働のための役割分担」農家・市⺠・⾏政が機能するためには、
農家の理解、市⺠のネットワーク、⾏政内の横断的情報共有と提供が⼤切です。 
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項
⽬ お寄せいただいた意⾒と市の検討結果 

【市の検討結果】 
協働のための役割分担を踏まえたまちづくりを実現するためには、まちづくりに関

する市⺠や事業者等のご理解と関⼼を⾼める必要があると考えております。このた
め、情報発信など⾏政内の分野横断的なネットワークのみならず市⺠や事業者等、⾏
政がつながり情報共有することなどが重要であると考えております。 

17 

【お寄せいただいた意⾒】 
≪⻄東京都市計画道路 3・4・20 号武蔵境保⾕線の整備≫ 件数︓１件 

ひばりヶ丘駅南⼝から⻄ 3・4・11 接点以降、⻄ 3・4・20 の接点の事業計画はど
うなっているのでしょうか︖市施⾏ですか︖⻄ 3・4・20 の施⾏は⻄ 3・4・13 で⽌
まるため、メリットが無いと思います。⾕⼾新道のひばりヶ丘駅南⼝の整備を進めた
ほうが良いと思う。 
 
【市の検討結果】 

⻄ 3・4・20 号武蔵境保⾕線（未整備区間）の事業計画及び事業主体は、現時点で
決まっていませんが、安全な移動経路の確保を図るため⻄武池袋線の⽴体化の検討状
況を踏まえ、整備を検討します。また、ひばりヶ丘駅南⼝につながる都道 112 号線
のうち、⻄３・４・22 号ひばりヶ丘駅南⼝線から⻄３・４・20 号武蔵境保⾕線につ
いては、無電柱化の推進を東京都に要請します。 
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（１）人口特性 

１）人口増減率 

令和２（2020）年から令和 27（2045）年の今後 25 年間における町丁⽬別の⼈⼝の増
減率は、市東部に位置する東町や市中央部の⽥無町の⼀部では 10％以上の増加率となって
おり、その他、市東部の練⾺区に隣接する町丁⽬や⻄武池袋線北側、ひばりが丘団地周辺、
向台町や芝久保町といった南部から⻄部にかけての町丁⽬で⼈⼝の増加が⾒込まれていま
す。 

⼀⽅で、市の中央部に位置する住吉町、北原町などの町丁⽬や南部の東伏⾒、柳沢、⻄部
の⻄原町では 10％以上の減少が⾒込まれています。 

 
 
 
 
 
  

３ 本市の現況 

出典：統計にしとうきょう（令和 2（2020）年版）、 

日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所、平成 30（2018）年推計） 

《 人口増減率（令和 2（2020）年～令和 27（2045）年） 》 
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２）人口集中地区の変遷 

本市の⼈⼝集中地区（DID）は、昭和 50（1975）年時点で既に市全域が⼈⼝集中地区と
なりました。 

⼈⼝集中地区内の⼈⼝密度は、令和 2（2020）年で 131.7 ⼈/ha となっており、市全域
が⼈⼝集中地区になった昭和 50（1975）年以降も増加しています。 

令和２（2020）年の本市の⼈⼝密度 131.7 ⼈/ha については、東京都内の隣接市区４市
と１区の平均値 118.2 ⼈/ha よりも⾼い状況にあります。 

 
  

《 人口集中地区の面積及び人口密度の変遷 》 

出典：国勢調査（昭和 35(1960)年～令和 2（2020）年）

《 人口集中地区の分布 》 

出典：国土数値情報ダウンロードサイト（国土交通省）

※⼈⼝集中地区（DID）︓国勢調査基本単位区等において原則として⼈⼝密度が 4,000 ⼈/㎢以上の基本単位区等が
市区町村の境域内で互いに隣接して、⼈⼝が国勢調査時に 5,000 ⼈以上を有する地域 
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市区名 
人口 面積 人口密度 

（人） （ha） （人/ha） 

⻄東京市 207,388 1,575 131.7 
東久留⽶市 115,271 1,288 89.5 
⼩平市 198,739 2,051 96.9 
⼩⾦井市 126,074 1,130 111.6 
武蔵野市 150,149 1,098 136.7 
練⾺区 752,608 4,808 156.5 
４市１区平均 － － 118.2 

 
 

（２）土地・建物利用 

１）宅地系開発規模の地域別推移 

令和２（2020）年の宅地系の開発⾯積は 3.26ha となっています。平成 24（2012）年
からの推移をみると、平成 28（2016）年及び平成 29（2017）年において、7.99〜8.40ha
の宅地系の開発が⾏われています。 

ゾーン※別にみると、令和 2（2020）年では各ゾーンともに 1.0ha を下回っていますが、
平成 28（2016）年ではひばりヶ丘ゾーンで 4.86ha、平成 29（2017）年では保⾕ゾーン
が 3.68ha と市全体の開発⾯積の半分程度を占めています。 

 
 

 

  

出典：西東京市開発申請・承認一覧表（平成 24（2012）年～令和 2（2020）年）

《 宅地系開発面積の推移 》 

《 人口密度の隣接市区との比較 》 

出典：国勢調査（令和 2（2020）年）

※前計画における５つのゾーン（ひばりヶ丘駅、保⾕駅、⽥無駅、東伏⾒駅・⻄武柳沢駅を中⼼とした
ゾーン、市中央のゾーン） 
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２）地価の動向 

令和３（2021）年における市全体の地価公⽰の平均は 317,718 円/㎡となっており、平
成 23（2011）年以降上昇しています。 

市内の鉄道駅からの徒歩圏（半径 800ｍ）内に含まれる地価公⽰の平均は⽥無駅周辺が
401,333 円/㎡と市内 5 駅の中で最も⾼く、保⾕駅周辺、ひばりヶ丘駅周辺が約 345,000
円/㎡、東伏⾒駅、⻄武柳沢駅周辺が約 320,000 円/㎡となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３）土地利用別面積割合の推移 

平成 29（2017）年における本市の⼟地利⽤は、宅地の割合が約６割を占め、農地と公園
をあわせたみどりの割合は約１割となっています。 

しかし、平成 19（2007）年と平成 29（2017）年の⼟地利⽤の変化をみると、宅地が約
2.4 ポイント増加し、農⽤地が約 2.2 ポイント減少しています。 

 
 宅地 道路等 農用地 公園等 未利用地 森林 水面 原野 その他 

平成 14
（2002）年 

57.4 15.4 13.2 4.2 2.9 1.2 0.2 0.2 5.3 
平成 19

（2007）年 
58.5 16.1 11.7 4.6 2.5 1 0.2 0.1 5.2 

平成２４
（2012）年 

60.0 16.6 10.8 4.5 2.2 0.9 0.3 0.1 4.7 
平成 29

（2017）年 
60.9 17.1 9.5 4.5 2.0 0.7 0.2 0.2 4.4 

 

出典：国土数値情報ダウンロードサイト（国土交通省）

《 土地利用別面積割合の推移 》                   （％） 

出典：東京の土地利用（東京都、平成 14（2002）年～平成 29（2017）年）

※⼟地利⽤別⾯積割合は端数処理の関係で 100.0％にならないことがあります

H23
(2011)

H24
(2012)

H25
(2013)

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

田無駅 336,667 335,165 335,165 352,200 357,400 353,000 362,333 375,333 389,333 402,667 401,333
ひばりヶ丘駅 302,500 301,000 301,000 314,857 319,000 318,125 323,000 328,000 336,125 346,000 345,625
保谷駅 314,500 312,250 312,250 337,000 330,500 320,400 325,800 332,400 341,400 350,600 348,800
東伏見駅 294,500 291,500 291,500 298,000 301,250 303,300 307,400 313,200 320,400 326,500 325,500
西武柳沢駅 285,375 282,889 282,889 290,167 292,833 293,000 295,200 302,111 308,778 315,333 314,778
全市 280,949 279,231 279,410 289,219 292,656 292,487 297,282 303,641 311,128 318,667 317,718

《 鉄道駅周辺 800m 以内及び全市の地価公示の平均値 》 

（円/㎡）
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（３）公園・生産緑地地区面積 

１）公園面積の分布 

本市の公園数は 277 か所で、公園 1 か所あたりの⾯積は 200 ㎡以上から 300 ㎡未満ま
でが最も多く、約半数が 300 ㎡未満となっており、⽐較的規模の⼩さい公園が多くなって
います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）生産緑地地区面積の推移 

本市の⽣産緑地地区の⾯積は毎年約２ha 減少しており、平成 25（2013）年と令和５
（2023）年の 10 年間を⽐べると、約 26ha 減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《 公園面積の分布 》 

出典：東京都建設局公園調書（令和 3（2021）年） 

※公園数は、都市公園と都市公園以外の都・市⽴公園数 

《 生産緑地地区面積の推移 》 

出典：西東京市資料（令和 5（2023）年）
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（４）道路・交通 

１）西東京市に隣接する市区を含めた広域道路網図 

市内の道路網は、東⻄に通る⻘梅街道、新⻘梅街道、南北を通る伏⾒通りを⾻格とし、隣
接市区による都市計画道路とあわせて、広域幹線道路網を形成しています。 

また、市内では広域幹線道路を補完するように都市計画道路を⼀般幹線道路として計画決
定し計画的な整備を進めているほか、⾝近な道路として主要⽣活道路を位置付けています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《 広域道路網図 》 

出典：都市計画基礎調査（東京都、平成 30（2018）年）、都市計画課調べ（令和 3

（2021）年）、国土数値情報ダウンロードサイト（国土交通省）、都市計画図（所沢

市、新座市、朝霞市、和光市、令和６（2024）年１月調べ） 
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２）市内の交通手段等の状況 

市内の鉄道駅まで、あるいは鉄道駅からの交通⼿段は、市内 5 駅ともに「徒歩」の割合
が多くなっており、東伏⾒駅、⻄武柳沢駅では 80％以上の⼈が「徒歩」となっています。
また、保⾕駅では「⾃転⾞」が約 30％を占め、ひばりヶ丘駅では「路線バス」が約 25％を
占め、⽥無駅では「徒歩」に次いで「⾃転⾞」の割合が⾼く、「路線バス」の割合も約 11％
と⼀定程度占めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３）近隣市区との移動 

⻄東京市と近隣市区との移動は、練⾺区が 18,415 トリップ（流出 10,446 トリップ、
流⼊ 7,969 トリップ）で最も多く、次いで武蔵野市（流出 9,187 トリップ、流⼊ 3,076 ト
リップ)、東久留⽶市（流出 5,719 トリップ、流⼊ 7,853 トリップ）となっています。 
 

  

《 各駅端末交通手段の割合 》 

出典：東京都市圏パーソントリップ調査（平成 30（2018）年）

《 合計トリップ数及び帰宅トリップ数の差分 》 

※トリップ数は、合計トリップ数から帰宅⽬的のトリップを除いたトリップ数 
出典：東京都市圏パーソントリップ調査（平成 30（2018）年）
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（５）都市機能施設 

１）都市機能施設の集積状況 

都市機能の各施設の⽴地状況を重ねた都市機能施設の集積状況では、鉄道駅周辺にまと
まった⽴地が⾒られ、特にひばりヶ丘駅と⽥無駅は駅周辺を含めて都市機能施設が多く⽴
地しています。 

その他、ひばりが丘団地周辺や幹線道路沿道にもまとまった⽴地が⾒られます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

《 都市機能施設の集積状況 》 

※施設数分布 
250m メッシュごとに、都市機能施設（次⾴以降の①〜⑧）の分布数を、施設種別を考慮せずに合計した。
（その他診療所を除く） 

出典：全国スーパーマーケットマップ HP（令和３（2021）年）、コンビニマップ HP（令和３（2021）年）、金融機関コード検索 HP（令

和３（2021）年）、西東京市 HP（令和３（2021）年）、介護サービス情報公表システム(厚生労働省、令和４（2022）年)、練馬

区・武蔵野市・東久留米市・新座市の各 HP（令和４（2022）年）、練馬区・武蔵野市・東久留米市の各医師会 HP（令和４

（2022）年）、埼玉県医療機能情報提供システム（令和４（2022）年） 
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２）各施設の立地状況 

①商業施設 

商業施設のうち、ショッピングセンターは、ひばりヶ丘駅前及び⽥無駅前、⾕⼾町の
３か所に⽴地しています。 

スーパーマーケットは、駅徒歩圏及び幹線道路沿道に分散して⽴地しており、コンビ
ニエンスストアは、市内に広く分散して⽴地しています。 

市内全域で⼈⼝密度が⾼い傾向が将来的にも⾒込まれる中、道路整備や⼤規模な⼟地
利⽤転換などに伴う商業施設の⽴地が想定されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

《 商業施設の分布（徒歩圏 500m）×令和 27（2045）年人口密度 》 

出典：全国スーパーマーケットマップ HP（令和３（2021）年）、コンビニマップ HP（令和３（2021）年）、 

日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所、平成 30（2018）年推計） 
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②金融施設 

銀⾏は、鉄道駅前にまとまって⽴地しています。信⾦・農協・労⾦は、鉄道駅前から
周辺を中⼼に⽴地しており、郵便局は市内に分散して⽴地しています。 

 
 
 
 

 
 
  

《 金融施設の分布（徒歩圏 500m）×駅徒歩圏 》 

出典：金融機関コード検索 HP（令和３（2021）年）
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③行政施設 

市役所は⽥無庁舎と保⾕庁舎に分散して⽴地しています。 
出張所は、市北部と南部に１か所ずつ⽴地しています。 
 
 
 
 
 

 
 
  

出典：西東京市 HP（令和３（2021）年）

《 行政施設の分布（徒歩圏 500m）×駅徒歩圏 》 
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④介護福祉施設 

介護福祉施設は、市内に分散しています。 
現状の施設配置による介護福祉施設 500ｍ圏内において、令和 27（2045）年には⾼

齢化率が全体的に増加する⾒込みです。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

《 介護福祉施設の分布（徒歩圏 500m）×令和 27（2045）年高齢化率 》 

出典：西東京市 HP（令和３（2021）年）、介護サービス情報公表システム(厚生労働省、令和４（2022）年)、 

日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所、平成 30（2018）年推計） 
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⑤子育て施設 

⼦育て施設は、保育園、幼稚園等が市内に分散して⽴地しています。 
⼦育て相談や親同⼠の交流の場を提供する⼦育てひろばが市内に分散して⽴地して

います。 
年少⼈⼝率が⽐較的⾼い南⻄部では、⽥無駅の徒歩圏内を含め、⼦育て施設の⽴地が

多く⾒られます。⻄武池袋線の北側の年少⼈⼝率も⽐較的⾼いですが、南⻄部に⽐べて
施設数は少なくなっています。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

《 子育て施設の分布（徒歩圏 500m）×令和 27（2045）年 年少人口率 》 

出典：西東京市 HP（令和３（2021）年）、練馬区・武蔵野市・東久留米市・新座市の各 HP（令和４（2022）年）、 

日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所、平成 30（2018）年推計） 
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⑥医療施設 

医療施設は、市内に分散して⽴地しています。 
⾼齢者に配慮した徒歩圏（500ｍ）で医療施設を⾒ると、市境周辺において医療施設

500ｍ圏外の地区（⻄原町、向台町など）が⼀部存在しています。 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  

《 医療施設の分布（徒歩圏 500m）×令和 27（2045）年高齢化率 》 

出典：西東京市 HP（令和３（2021）年）、練馬区・武蔵野市・東久留米市の各医師会 HP（令和４（2022）年）、埼玉県医療機能情報

提供システム（令和４（2022）年）、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所、平成 30（2018）年推計） 
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⑦教育施設 

教育施設は、市内に分散して⽴地しています。 
徒歩圏（500ｍ）で教育施設を⾒ると、教育施設 500ｍ圏外の地区（北町など）が⼀

部存在しています。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

出典：西東京市 HP（令和３（2021）年）、 

日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所、平成 30（2018）年推計） 

《 教育施設の分布（徒歩圏 500m）×令和 27（2045）年 年少人口率 》 
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⑧文化施設 

⽂化施設のうち、市⺠の⽂化活動や交流の場を提供するコミュニティ施設（市⺠集会
所・コミュニティセンター等）が市内に分散して⽴地しており、公⺠館は 6 か所⽴地し
ています。 

⾼齢者に配慮した徒歩圏（500ｍ）で⽂化施設を⾒ると、市境周辺において⽂化施設
500ｍ圏外の地区（北町、東町など）が⼀部存在しています。 

 
 
 

 
 
 
 
  

《 文化施設の分布（徒歩圏 500m）×駅徒歩圏 》 

出典：西東京市 HP（令和３（2021）年）
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（６）災害のおそれがあるエリア 

１）建物倒壊危険度 

地盤特性や建物量、建物特性をもとに算出された建物倒壊危険度ランクは、市内の全て
の町丁⽬でランク 1 またはランク 2 となっています。 

 
 
 
 

  

出典：第 9 回地震に関する地域危険度測定調査（東京都、令和 4（2022）年） 

《 建物倒壊危険度 》 

※ランクの設定⽅法 
地域危険度のランクは５段階の相対評価として
います。各ランクの存在⽐率をあらかじめ定
め、危険量の⼤きい町丁⽬から順位付けを⾏
い、ランクを割り当てています。 
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２）火災危険度 

出⽕の危険性及び延焼の危険性をもとに算出された⽕災危険度ランクは、ランク４の泉
町１丁⽬を主として、市内各地にランク３の地域が存在しています。 

 
 
 
 
 

  

《 火災危険度 》 

出典：第 9 回地震に関する地域危険度測定調査（東京都、令和 4（2022）年） 

※ランクの設定⽅法 
地域危険度のランクは５段階の相対評価として
います。各ランクの存在⽐率をあらかじめ定
め、危険量の⼤きい町丁⽬から順位付けを⾏
い、ランクを割り当てています。 
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３）災害時活動困難係数 

道路ネットワーク密度及び災害時の活動空間不⾜率をもとに算出された災害時活動困難
係数は、柳沢４丁⽬と中町５丁⽬で 0.4 以上と⾼い数値になっているほか、市南⻄部の向
台町周辺に危険度 0.3 以上の区域が集中しています。 

 
 
 

   

《 災害時活動困難係数 》 

出典：第 9 回地震に関する地域危険度測定調査（東京都、令和 4（2022）年） 
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４）浸水想定区域（計画規模） 

計画規模の洪⽔においては、⽯神井川沿いに最⼤で 1.0〜2.0ｍ未満の浸⽔が予想されて
います。 

 
 
 

  

※公表時点の荒川⽔系⽯神井川の河道及び洪⽔調節施設の整備状況を勘案して、洪⽔防御に関す
る計画の基本となる年超過確率 1／100（毎年、1 年間にその規模を超える洪⽔が発⽣する確率
が 1／100（1.0％））の降⾬に伴う洪⽔により、荒川⽔系⽯神井川が氾濫した場合の予測 

（作成年⽉⽇）令和元（2019）年５⽉２３⽇作成 
（対象河川）荒川⽔系⽯神井川 
（想定降⾬）⽯神井川流域の１時間最⼤⾬量 100ｍｍ、24 時間総⾬量 327ｍｍ 

出典：荒川水系石神井川洪水浸水想定区域図：計画規模（東京都） 

《 浸水想定区域（計画規模） 》 
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５）家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食） 

洪⽔氾濫流により河岸の侵⾷を受け、⽊造・⾮⽊造を問わず、家屋倒壊・流出のおそれが
ある区域（家屋倒壊等氾濫想定区域:河岸侵⾷）として、⽯神井川沿いの区域が指定されて
います。 

 
 

 

  

※公表時点の荒川⽔系⽯神井川の河道及び洪⽔調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最⼤規模の降
⾬に伴う洪⽔により、荒川⽔系⽯神井川の河岸の侵⾷幅を予測 

（作成年⽉⽇）令和元(2019)年５⽉２３⽇作成 
（対象河川）荒川⽔系⽯神井川 
（想定降⾬）⽯神井川流域の１時間最⼤⾬量 153ｍｍ、24 時間総⾬量 690ｍｍ 

出典：荒川水系石神井川洪水浸水想定区域図：家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）（東京都） 

出典：新たな避難情報に関するポスター・チラシ（内閣府） 

《 河岸侵食のイメージ 》 

《 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食） 》 
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６）水害履歴等 

市内における過去の⽔害履歴を以下に整理します。被害としては床上浸⽔及び床下浸⽔
となっており、泉町、下保⾕、住吉町で被害が多い傾向となっています。 

 

住          所 災害発生日 災害内容 

雨量（㎜） 

被害・対応記録 日雨量 

(時間最大) 

泉町 

⼀丁⽬３番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 
⼆丁⽬ 12 番 H12(2000).09.12 ⼤⾬ 93.5 床下 
⼆丁⽬ 13 番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 
⼆丁⽬ 13 番 H18(2006).09.11 台⾵ 49.0 消毒 
⼆丁⽬ 13 番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 
四丁⽬３番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 
五丁⽬８番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 

五丁⽬ 11 番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 
五丁⽬ 11 番 H12(2000).7.7〜8 台⾵３号 183.0 床下 
五丁⽬ 11 番 H26(2014).06.07 ⼤⾬ 12.0 

(1 時間) 
床下 

五丁⽬ 11 番 H30(2018).03.09 ⼤⾬ 133.0 床下 
五丁⽬ 12 番 H29(2017).10.23 台⾵ 21 号 72.0 床上 

北原町 

⼀丁⽬ 36 番 H25(2013).06.25 ⼤⾬ 38.0 床下 
⼀丁⽬ 36 番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 
⼀丁⽬ 37 番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 
⼀丁⽬ 38 番 H25(2013).06.25 ⼤⾬ 37.5 床上 

北町 
五丁⽬１番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 
五丁⽬２番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 
五丁⽬２番 H28(2016).08.22 台⾵９号 134.0 床下 

栄町 ― ― ― ― ― 

芝久保
町 

三丁⽬ 23 番 H18(2006).09.11 台⾵ 49.0 消毒 
四丁⽬５番 H18(2006).09.11 台⾵ 49.0 消毒 
四丁⽬８番 H18(2006).09.11 台⾵ 49.0 消毒 

四丁⽬ 12 番 H15(2003).06.25 ⼤⾬ 49.0 床下（半地下部） 
五丁⽬７番 H18(2006).09.11 台⾵ 49.0 床上 

下保⾕ 

⼆丁⽬６番 H16(2004).10.09 台⾵ 22 号 181.0 床下（半地下部） 

⼆丁⽬７番 H29(2017).10.23 台⾵ 21 号 72.0 床下（半地下部） 

⼆丁⽬８番 H12(2000).09.12 ⼤⾬ 93.5 床下 

⼆丁⽬８番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 

三丁⽬２番 H28(2016).08.22 台⾵９号 134.0 床下 

三丁⽬２番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床上 

三丁⽬２番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 

三丁⽬３番 R 元(2019).10.12 台⾵ 19 号 233.0 床下 

三丁⽬９番 R 元(2019).10.12 台⾵ 19 号 233.0 床下 
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住          所 災害発生日 災害内容 

雨量（㎜） 

被害・対応記録 日雨量 

(時間最大) 

下保⾕ 
四丁⽬３番 H30(2018).08.27 ⼤⾬ 41.0 床上 
五丁⽬２番 H28(2016).08.22 台⾵９号 134.0 床下 

新町 

四丁⽬２番 H26(2014).07.24 ⼤⾬ 55.0 床下（地下室） 
四丁⽬３番 H26(2014).07.24 ⼤⾬ 55.0 床下 

五丁⽬ 14 番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 
六丁⽬６番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 

住吉町 

⼀丁⽬２番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 
⼀丁⽬３番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 

⼀丁⽬ 12 番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 
⼀丁⽬ 16 番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 
三丁⽬９番 H25(2013).06.25 ⼤⾬ 38.0 床下 

三丁⽬ 13 番 H12(2000).09.12 ⼤⾬ 93.5 床下 
四丁⽬ 13 番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 
六丁⽬１番 H28(2016).08.22 台⾵９号 134.0 床下 

⽥無町 ― ― ― ― ― 

中町 
⼀丁⽬ 10 番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 
三丁⽬４番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 

四丁⽬ 12 番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 
⻄原町 ― ― ― ― ― 
東伏⾒ ― ― ― ― ― 

東町 
四丁⽬ 11 番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 
四丁⽬ 11 番 H29(2017).10.23 台⾵ 21 号 72.0 床下（半地下部） 
四丁⽬ 11 番 R 元(2019).10.12 台⾵ 19 号 233.0 床下（⽞関内） 

ひばり
が丘 

四丁⽬４番 H18(2006).09.11 台⾵ 49.0 消毒 
四丁⽬５番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 

ひばり
が丘北 

三丁⽬８番 H12(2000).09.12 ⼤⾬ 93.5 床下（半地下部） 
三丁⽬８番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 
四丁⽬６番 H12(2000).09.12 ⼤⾬ 93.5 床上 

富⼠町 ― ― ― ― ― 
保⾕町 ― ― ― ― ― 
緑町 ― ― ― ― ― 
南町 四丁⽬ 17 番 2003.05.20 ⼤⾬ 46.5 床下（半地下部） 

向台町 
⼆丁⽬３番 H18(2006).09.11 台⾵ 49.0 消毒 
⼆丁⽬３番 H26(2014).07.24 ⼤⾬ 55.0 床下・床上 
⼆丁⽬４番 H26(2014).07.24 ⼤⾬ 55.0 床上 

柳沢 
三丁⽬１番 H11(1999).08.14 ⼤⾬ 176.0 床下 
三丁⽬１番 H29(2017).08.19 ⼤⾬ 59.5 床下 

⾕⼾町 ― ― ― ― ― 
出典：浸水履歴一覧（西東京市、令和 2（2020）年 3 月） 
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（７）災害リスクの高い地域等の抽出 

本市で想定される災害ハザード情報について、住宅の分布、避難所、病院等の都市情報
と重ねあわせ、災害リスクの⾼い地域等を抽出するための分析を⾏いました。 

 

１）建物倒壊危険度×避難施設（避難施設の活用の可能性） 

建物倒壊危険度がランク２である地域には、避難所が４か所、避難広場が 5 か所、広域
避難場所が１か所、福祉避難所が 16 か所、⼀時滞在施設が 3 か所あります。市内全域に
おいて地震時の建物倒壊の危険性は低くなっていますが、新たな避難施設の指定の際は留
意する必要があります。 

 
 
 

  

出典：第 9 回地震に関する地域危険度測定調査（東京都、令和 4（2022）年）、西東京市 HP（令和 5（2023）年 9 月） 

《 建物倒壊危険度と避難施設の重ね 》 
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２）火災危険度×避難施設（避難施設の活用の可能性） 

⽕災危険度がランク 3 である地域には、避難所が 2 か所、避難広場が 2 か所、福祉避難
所が 6 か所、⼀時滞在施設が 1 か所あります。なお、ランク 4 の地域に避難施設は⽴地し
ていません。 

 
 
 

  

《 火災危険度と避難施設の重ね 》 

出典：第 9 回地震に関する地域危険度測定調査（東京都、令和 4（2022）年）、西東京市 HP（令和 5（2023）年 9 月） 
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３）災害時活動困難係数×避難施設（避難施設の活用の可能性） 

災害時活動困難係数が 0.4 以上である地域には、避難所が 2 か所、避難広場が 3 か所あ
ります。また、災害時活動困難係数が 0.3 から 0.4 の地域には、避難所が 8 か所、避難広
場が 10 か所、広域避難場所が 1 か所、福祉避難所が 2 か所あります。 

 
 
 

  

《 災害時活動困難係数と避難施設の重ね 》 

出典：第 9 回地震に関する地域危険度測定調査（東京都、令和 4（2022）年）、西東京市 HP（令和 5（2023）年 9 月） 



295 

４）総合危険度×避難施設（避難施設の活用の可能性） 

総合危険度がランク４である地域には、避難所と避難広場が 1 か所あります。また、ラ
ンク３の地域には避難所が１か所、避難広場が１か所、広域避難場所が１か所、福祉避難
所が２か所となっており、総合危険度が低い地域に避難施設が⽴地しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

《 総合危険度と避難施設の重ね 》 

出典：第 9 回地震に関する地域危険度測定調査（東京都、令和 4（2022）年）、西東京市 HP（令和 5（2023）年 9 月） 
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５）浸水予想区域×避難施設（避難施設の活用の可能性） 

市内において災害時に開設される避難所は 32 か所が指定されており、その中で⾵⽔害
時に使⽤不可となる場所は６か所存在します。また、⾵⽔害時に使⽤不可となっていない
ものの浸⽔予想区域内に⽴地する避難所は９か所存在します。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《 浸水予想区域と避難施設の重ね 》 

出典：浸水予想区域図（東京都都市型水害対策連絡会、石神井川・白子川：令和元（2019）年 5 月、黒目川・落合川・

柳瀬川・空堀川・奈良瀬川：令和元（2019）年 12 月）、西東京市浸水ハザードマップ（令和 3（2021）年）、西
東京市 HP（令和 5（2023）年 9 月） 
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６）浸水予想区域×医療施設（医療施設の継続利用の可能性） 

「⽔害の被害指標分析の⼿引」により、⾃動⾞（救急⾞）の⾛⾏や災害時要援護者の避難
等が困難となり、医療施設の機能が低下するといわれる浸⽔深 0.3m 以上の区域に⽴地し
ている市内の施設は、病院が 1 か所、内科・外科・⼩児科を含む診療所が 9 か所、その他
診療所が 3 か所となっています。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】浸水深と医療施設の機能低下との関係 

0.3m︓⾃動⾞（救急⾞）の⾛⾏困難、災害時要援護者の避難が困難な⽔位 
0.5m︓徒歩による移動困難、床上浸⽔ 
0.7m︓コンセントに浸⽔し停電（医療⽤電⼦機器等の使⽤困難） 

出典：水害の被害指標分析の手引（平成 25（2013）年試行版） 

《 浸水予想区域と医療施設の重ね 》 

出典：浸水予想区域図（東京都都市型水害対策連絡会、石神井川・白子川：令和元（2019）年 5 月、黒目川・

落合川・柳瀬川・空堀川・奈良瀬川：令和元（2019）年 12 月）、西東京市 HP（令和３（2021）年） 



298 

７）浸水予想区域×福祉施設・子育て施設（福祉施設・子育て施設の継続利用の可

能性） 

「⽔害の被害指標分析の⼿引」により、⾃動⾞の⾛⾏や災害時要援護者の避難等が困難
となり、社会福祉施設の機能が低下するといわれる浸⽔深 0.3m 以上の区域に⽴地してい
る市内の施設は、福祉施設（通所系施設が 11、訪問系施設が 13、短期⼊所系施設が 1、
在宅医療・介護サービス拠点施設が 8、その他福祉施設が 1）が 34 か所、⼦育て施設（幼
稚園が 2、保育園・保育施設が 7、⼦育てひろばが 3）が 12 か所となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】浸水深と社会福祉施設の機能低下との関係 
0.3m︓⾃動⾞（救急⾞）の⾛⾏困難、災害時要援護者の避難が困難な⽔位 
0.5m︓徒歩による移動困難、床上浸⽔ 
0.7m︓コンセントに浸⽔し停電（介護施設等の使⽤困難） 

出典：水害の被害指標分析の手引（平成 25（2013）年試行版） 

《 浸水予想区域と福祉施設・子育て施設の重ね 》 

出典：浸水予想区域図（東京都都市型水害対策連絡会、石神井川・白子川：令和元（2019）年 5 月、黒目川・

落合川・柳瀬川・空堀川・奈良瀬川：令和元（2019）年 12 月）、西東京市 HP（令和３（2021）年） 
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８）浸水予想区域×緊急輸送道路（災害時の活用の可能性） 

「⽔害の被害指標分析の⼿引」により、⾃動⾞の通⾏の⽀障や道路途絶が懸念される浸
⽔深 0.3m 以上が想定される緊急輸送道路の区間は、調布保⾕線の⽯神井川、⽔路を渡る
区間や⻘梅街道の⽯神井川を渡る区間、及び新⻘梅街道の市⻄部の区間等が想定されてい
ます。 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】緊急輸送道路 

第 1 次緊急輸送道路︓ 
・応急対策の中枢を担う都本庁舎、⽴川地域防災センター、重要港

湾、空港等を連絡する路線 
第 2 次緊急輸送道路︓ 
・⼀次路線と区市町村役場、主要な防災拠点（警察、消防、医療等

の初動対応機関）を連絡する路線 
第 3 次緊急輸送道路︓ 
・その他の防災拠点（広域輸送拠点、備蓄倉庫等）を連絡する路線 

出典：東京都 HP 

【参考】浸水深と自動車通行の関係 

0.1m︓乗⽤⾞のブレーキの効きが悪くなる 
0.2m︓道路管理者によるアンダーパス等の通

⾏⽌め基準 
0.3m︓⾃治体のバス運⾏停⽌基準、乗⽤⾞の

排気管やトランスミッション等が浸⽔ 
0.6m︓JAF の実験でセダン、SUV ともに⾛⾏

不可 
出典：水害の被害指標分析の手引 

（平成 25（2013）年試行版） 

《 浸水予想区域と緊急輸送道路の重ね 》 

出典：浸水予想区域図（東京都都市型水害対策連絡会、石神井川・白子川：令和元（2019）年 5 月、黒目川・

落合川・柳瀬川・空堀川・奈良瀬川：令和元（2019）年 12 月）、西東京市浸水ハザードマップ（令和 3
（2021）年）、東京都緊急輸送道路ネットワーク計画図（令和２（2020）年） 
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９）浸水予想区域×防災拠点施設（防災拠点施設の継続利用の可能性） 

「⽔害の被害指標分析の⼿引」により、緊急⾞両やパトロール⾞の⾛⾏が困難となり、
防災拠点施設の機能が低下するといわれる浸⽔深 0.3m 以上の区域に、防災・保⾕保健福
祉総合センター及び災害対策本部の機能をもつ保⾕庁舎が⽴地しています。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保谷庁舎 

【参考】浸水深と防災拠点施設の機能低下との関係 

0.3m︓⾃動⾞（緊急⾞両、パトロール⾞）の⾛⾏困難な⽔位 
0.5m︓徒歩による移動困難、床上浸⽔ 
0.7m︓コンセントに浸⽔し停電（防災無線等の使⽤困難） 
出典：水害の被害指標分析の手引（平成 25（2013）年試行版） 

《 浸水予想区域と防災拠点施設の重ね 》 

出典：浸水予想区域図（東京都都市型水害対策連絡会、石神井川・白子川：令和元（2019）年 5 月、黒目川・落合

川・柳瀬川・空堀川・奈良瀬川：令和元（2019）年 12 月）、西東京市浸水ハザードマップ（令和 3（2021）
年）、西東京市 HP（令和３（2021）年）、西東京市地域防災計画-資料編-（令和３（2021）年修正） 
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 〈 あ 行 〉                                                  
溢水
いっすい

 

川などの⽔があふれ出ること。 
 

一般
いっぱん

延焼
えんしょう

遮断帯
しゃだんたい

 

⾻格防災軸及び主要延焼遮断帯以外で防災⽣活圏（延焼遮断帯に囲まれた圏域で⽇常の⽣活範囲を踏まえ、お
おむね⼩学校区程度の広さの区域）を構成する延焼遮断帯のこと。 

 

一般
いっぱん

幹線
かんせん

道路
ど う ろ

 

本計画の将来都市構造において幹線交通軸に設定した広域交通軸を補完する道路のこと。 
 

ウォーカブルな空間
くうかん

 

居⼼地が良い、まちに出かけたくなる、歩きたくなる⼈中⼼の空間のこと。 
 

延焼
えんしょう

遮断
しゃだん

機能
き の う

 

道路、河川、鉄道、公園等の都市施設と、それら沿線の⼀定範囲に建つ耐⽕建築物により構成される帯状の不
燃空間を確保することにより、⼤地震時において市街地⼤⽕を阻⽌する機能のこと。 

 

延焼
えんしょう

遮断帯
しゃだんたい

 

地震に伴う市街地⽕災の延焼を阻⽌する機能を果たす道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及びこれらと近接
する耐⽕建築物により構成される帯状の不燃空間のこと。震災時の避難経路、救援活動時の輸送ネットワークな
どの機能も担う。 
 
オープンスペース 

道路、公園、広場など、建物に覆われていない⼟地の総称で、都市におけるゆとり空間のこと。 
 
 〈 か 行 〉                                                  

開発
かいはつ

許可
き ょ か

制度
せ い ど

 

⼀定規模以上の⺠間による開発⾏為が⾏われる場合、その内容を⾏政が審査し、必要に応じて指導し、許可す
る制度のこと。開発に⾒合った道路や公園などの都市基盤の提供などが義務づけられている。 
 

街路
が い ろ

事業
じぎょう

 

都市計画法第 59 条の認可⼜は承認を得て実施される都市計画事業のうち、都市計画道路を整備する事業であ
り、その中でも都市内、主に既成市街地で都道府県、市町村等が実施する事業のこと。 

 

火災
か さ い

危険度
き け ん ど

 

東京都による「地震に関する地域危険度測定調査報告書（第９回）」で⽰された、地震時に発⽣する出⽕によ
る建物の延焼被害の危険性を表したもの。 
 

基金
き き ん

 

特定の⽬的を定めて、あらかじめ事業費⽤などの積み⽴てを⾏う制度のこと。緑の保護、育成、緑地の確保等
の緑化事業の推進を図るため、市の条例で設置されたみどり基⾦がある。 
 
グリーンインフラ 

⾃然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活⽤しようとする考え⽅のこと。 

４ 用語解説 
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計画
けいかく

規模
き ぼ

 

河川法に基づく河川整備基本⽅針の⽬標降⾬に相当する降⾬のこと。 
 

建築
けんちく

協 定
きょうてい

 

住宅地としての環境や商店街としての利便を⾼度に維持増進することなどを⽬的として、⼟地所有者等同⼠の
合意により、公的主体（特定⾏政庁）がこれを認可することにより建築物の基準を定めるもの。 

 

広域
こういき

幹線
かんせん

道路
ど う ろ

 

都市の⾻格形成や延焼遮断帯としての機能を担う幹線道路のうち、本計画の将来都市構造において広域交通軸
に設定した道路のこと。 

 

広域
こういき

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

 

⼤規模災害の発⽣に伴う延焼⽕災やその他の危険から、避難者の⽣命を保護するために必要な⾯積を有する⼤
規模公園や緑地等のこと。 

 

交通
こうつう

結節点
けっせつてん

 

異なる交通⼿段(場合によっては同じ交通⼿段)を相互に連絡する乗り換え・乗り継ぎ施設のこと。具体的に
は、鉄道駅、バスターミナル、⾃由通路や階段、駅前広場やバス交通広場、歩道などをいう。 
 

骨格
こっかく

防災軸
ぼうさいじく

 

広域的な観点から応急復旧体制の確⽴やライフラインの整備等の防災機能の向上により災害に強い都市構造づ
くりを図るため、防災上の⾻格的ネットワークを形成すべき道路及び⼤規模河川のこと。 
 
コミュニティバス 

⼀般的に、交通空⽩地域・不便地域の解消等を図るため、区市町村が⾃らバス事業者として、⼜はバス事業者
に委託等して運⾏するバスのこと。本市では既存の路線バスではカバーしきれない範囲を中⼼に「はなバス」を
運⾏している。 
 
 〈 さ 行 〉                                                  

災害
さいがい

時
じ

活動
かつどう

困難
こんなん

係数
けいすう

 

東京都による「地震に関する地域危険度測定調査報告書（第９回）」で⽰された、道路網の緻密さや広幅員道
路の多さ等、道路基盤の整備状況に応じた、避難や消⽕、救助、救援等災害時の活動の困難さを表したもの。  

 

災害
さいがい

時
じ

協 力
きょうりょく

農地
の う ち

 

農家が所有する農地について、農家や農家の同意を得た JA などが地⽅⾃治体と災害発⽣時の避難空間、仮設
住宅建設⽤地等として利⽤する内容の協定・登録等を⾃主的に実施する取組のこと。 
 

市街化
し が い か

区域
く い き

 

都市計画法第 7 条第 2 項に基づく区域区分であり、すでに市街地を形成している区域及びおおむね⼗年以内に
優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。なお、⻄東京市では全域が市街化区域である。 

 

市街地
し が い ち

再開発
さいかいはつ

事業
じぎょう

 

都市再開発法に基づき、市街地の⼟地の合理的かつ健全な⾼度利⽤と都市機能の更新を図ることを⽬的に、建
築物や敷地の整備とともに公園、広場、街路などの公共施設の整備を⼀体的に⾏う事業のこと。 
 

指定
し て い

管理者
か ん り し ゃ

制度
せ い ど

 

市⺠が利⽤するために市が設置する公の施設の管理運営について、⺠間事業者や NPO など団体に、施設の使
⽤許可処分などもあわせて管理運営を委任することができる制度のこと。 
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主要
しゅよう

延焼
えんしょう

遮断帯
しゃだんたい

 

都市計画道路を中⼼として、河川、鉄道等により、防災⽣活圏ができるだけ⼀定の⼤きさになるようにメッシ
ュ状に配置された延焼遮断帯の中でも、特に整備の重要度が⾼いと考えられる幹線道路（⾻格防災軸間を⼆分す
る⾻格幹線道路）のこと。 

 

主要
しゅよう

生活
せいかつ

道路
ど う ろ

 

居住地と幹線道路を連絡し、通勤・通学、買い物などで⽇常的に利⽤する主要な道路のこと。 
 

生産
せいさん

緑地
りょくち

制度
せ い ど

 

市街化区域内の農地で、良好な⽣活環境の確保に効⽤があり、公共施設等の敷地として適している 300 ㎡以上
の農地を都市計画に定め、建築⾏為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度のこと。市街
化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、⽣産緑地は軽減措置が講じられている。 
ゼロカーボンシティ 

2050 年に⼆酸化炭素（温室効果ガス）排出量を実質ゼロにすることを⽬指す旨を市⻑が公表した地⽅⾃治体
のこと。本市は令和 4（2022）年 2 ⽉にゼロカーボンシティ宣⾔を表明した。 

 

想定
そうてい

最大
さいだい

規模
き ぼ

 

⽔防法に基づく想定し得る最⼤規模の降⾬（計画規模を上回るもの）のこと。 
 
ゾーン 30 

区域（ゾーン）を定めて最⾼速度 30km/h の速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて
組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通⾏する⾏為の抑制等を図る⽣活道路の安
全対策のこと。 
 
 〈 た 行 〉                                                  

タイムライン 

災害の発⽣を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発⽣する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」
「だれが」「何をするか」に着⽬して、防災⾏動とその実施主体を時系列で整理した計画のこと。地⽅公共団
体、企業、住⺠等が連携してタイムラインを策定することにより、災害時に連携した対応を⾏うことができる。 
 

第四次
だ い よ じ

事業化
じ ぎ ょ う か

計画
けいかく

 

都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、平成 28（2016）年 3 ⽉に東京都と特別区及び 26 市２町が
策定し、今後 10 年間で優先的に整備すべき路線（優先整備路線）を定めた計画のこと。 
 

建物
たてもの

倒壊
とうかい

危険度
き け ん ど

 

東京都による「地震に関する地域危険度測定調査報告書（第９回）」で⽰された、地震動に起因する建物倒壊
被害の危険性を表したもの。 

 

地区
ち く

計画
けいかく

 

都市計画法第 12 条の 4 に基づき、住⺠の⽣活に結び付いた⼀定規模以上の区域を対象とし、建築物の建築形
態、公共施設等の配置などから⾒て、⼀体として地区の特性にふさわしい良好な市街地環境の整備・保全を誘導
するため、道路・公園の配置や建築物に関する制限等を定める制度のこと。 
 

地区
ち く

計画
けいかく

農地
の う ち

保全
ほ ぜ ん

条例
じょうれい

制度
せ い ど

 

農地と調和した良好な居住環境を確保するため、地区のまちづくりのルールをきめ細やかに定めることができ
る制度のこと。⼩規模な開発のみ許容し、⼤規模な改編を抑制するとともに、農地のもつ環境緩和、景観保全、
教育福祉、防災等の機能を享受できる住環境の整備が期待される。 
 

調 節
ちょうせつ

池
ち

 

集中豪⾬などの増⽔時に河川の⽔位を調整するため、河川沿いに設置される池のこと。 



304 

道路
ど う ろ

の再配分
さいはいぶん

 

歩⾏者や⾃転⾞の利⽤の観点から、既存の道路空間を⾒直し、歩道の拡幅や⾃転⾞通⾏空間等を確保するこ
と。 
 

特定
とくてい

生産
せいさん

緑地
りょくち

 

⽣産緑地の所有者等の意向を基に、市町村⻑が指定を⾏い、買取りの申出ができる時期を 1０年延期させる制
度のこと。指定を⾏うと、従来の⽣産緑地に措置されてきた税制が継続される。 

 

特別
とくべつ

緑地
りょくち

保全
ほ ぜ ん

地区
ち く

 

都市緑地法に基づき無秩序な市街化の防⽌等を⽬的に指定する地区で、都市計画区域内において、良好な⾃然
的環境を形成しているものを現状凍結的に保全し、良好な都市環境の形成を図ろうとするもの。 

 

都市
と し

開発
かいはつ

諸制度
し ょ せ い ど

 

公開空地の確保など公共的な貢献を⾏う建築計画に対して、容積率や斜線制限などの建築基準法に定める形態
規制を緩和することにより、市街地環境の向上に寄与する良好な都市開発の誘導を図る制度のことで、①再開発
等促進区を定める地区計画、②⾼度利⽤地区、③特定街区、④総合設計の 4 制度のこと。 
 

都市
と し

計画
けいかく

運用
うんよう

指針
し し ん

 

国⼟交通省が都市計画制度の運⽤に当たっての原則的な考え⽅について、地⽅公共団体に⽰した指針のこと。 
 

都市
と し

計画
けいかく

決定
けってい

 

⽤途地域・都市計画道路などの根幹的な施設・市街地開発事業等について、その基本的内容を都市計画審議会
で審議し（規模・内容により東京都決定、⻄東京市決定がある）、公告・縦覧などの⼿続きを経て法的に決定す
ること。 
 

都市
と し

再生
さいせい

特別
とくべつ

措置法
そ ち ほ う

 

社会経済情勢の変化に対応した都市機能の⾼度化及び都市の居住環境の向上等を図ることにより、あわせて都
市の防災に関する機能を確保するため、社会経済構造の転換を円滑にして、国⺠経済の健全な発展及び国⺠⽣活
の向上に寄与することを⽬的とした法律のこと。 
 

都市
と し

施設
し せ つ

 

都市での諸活動を⽀え、⽣活に必要な都市の⾻組みを形作る施設で都市計画に定めることができるもののこ
と。都市計画法第 11 条第 1 項に都市計画に定めることができる都市施設が定められている。 
 

土地
と ち

区画
く か く

整理
せ い り

事業
じぎょう

 

⼟地区画整理法に基づき、都市計画区域内の⼟地で、公共施設の整備改善や宅地の利⽤増進を図るために、⼟
地の区画形質の変更と公共施設の新設⼜は変更を⾏う事業のこと。 
 
 〈 な 行 〉                                                  

西
にし

東京市
とうきょうし

国土
こ く ど

強靭化
きょうじんか

地域
ち い き

計画
けいかく

 

事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策をまちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画
的に、実施し、強靭な地域づくりを着実に推進していくため、策定した計画のこと。 

 

西
にし

東京市
とうきょうし

第
だい

３次
じ

総合
そうごう

計画
けいかく

 

市政運営の基本指針となり、すべての計画の最上位に位置付けられる計画のこと。まちづくりの基本的な理念
や、⽬指すべき都市像や将来の基本⽬標・まちづくりの⽅向などを⽰し、⻑期的な視野に⽴ったまちづくりのビ
ジョンを定める「基本構想」、基本構想を実現するための施策体系を⽰す「基本計画」、基本計画で⽰した施策
体系に基づく具体的な事業計画で、財政の裏づけをもって計画的に進めていく事業をまとめた「実施計画」の 3
層構造からなる。 
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西
にし

東京市
とうきょうし

耐震
たいしん

改修
かいしゅう

促進
そくしん

計画
けいかく

 

耐震改修促進法に基づき、市内の住宅・ 建築物の耐震診断及び耐震改修等を計画的かつ総合的に促進するこ
とにより、⻄東京市⺠の⽣命と財産を保護し、災害に強いまちづくりを実現することを⽬的に策定した計画のこ
と。 
 

西
にし

東京市
とうきょうし

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

 

災害対策基本法に基づき、⻄東京市防災会議が策定する計画のこと。市、防災関係機関、事業者及び市⺠が⾏
うべき防災対策を、項⽬ごとに予防、応急・復旧の各段階に応じて具体的に記載している。 

農 業
のうぎょう

公園
こうえん

 

農業振興を図る交流拠点として、⽣産・普及・展⽰機能、農業体験機能、レジャー・レクリエーション機能等
を有し、農業への理解の増進や⼈材の確保育成を図るための公園のこと。 
 

農地
の う ち

を有
ゆう

し、防災性
ぼうさいせい

の維持
い じ

・向上
こうじょう

を図
はか

るべき地域
ち い き

 

東京都の防災都市づくり推進計画において、農地を有し、将来、無秩序に宅地化された場合に防災性が低下す
るおそれのある地域として、各指標のいずれにも該当する地域（町丁⽬）のこと。 

・補正不燃領域率＜60％ （令和 7（2025）年推計値）  
・住宅⼾数密度≧55 世帯/ha （令和 7（2025）年推計値）  
・住宅⼾数密度（3 階以上共同住宅を除く）≧45 世帯/ha （令和 7（2025）年推計値）  
・農地率≧2％ 

 

農
のう

の風景
ふうけい

育成
いくせい

地区
ち く

制度
せ い ど

 

都内の区市町による、都市部において⽐較的まとまった農地や屋敷林等が残り、特⾊ある⾵景を形成している
地域を農の⾵景育成地区として指定し、都市計画公園の決定等の都市計画制度を積極的に活⽤しながら、将来に
わたり⾵景を保全、育成するとともに、都市環境の保全、レクリエーション、防災等の緑地機能をもつ空間とし
て確保する制度のこと。 
 
 〈 は 行 〉                                                  

避難
ひ な ん

広場
ひ ろ ば

 

広域避難場所へ避難する前に、近隣の避難者が⼀時的に集合して様⼦を⾒る場所、または避難者が避難のため
に⼀時的に集団を形成する場所のこと。 
 

福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

 

⼀般の避難所で⽣活することが困難な要配慮者に対し、必要なサービスを提供するため、また、乳幼児や妊婦
のいる世帯等のため、社会福祉施設や保育園等を災害対策本部の要請に基づき開設する施設のこと。 
 

踏切
ふみきり

対策
たいさく

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 

効率的・効果的な踏切対策の促進をねらいとし、重点踏切、重点踏切の解消を図るための鉄道⽴体化の検討対
象区間等を定めるもの。 

 

防災
ぼうさい

都市
と し

づくり推進
すいしん

計画
けいかく

 

東京都震災対策条例に基づき、震災を予防し、震災時の被害拡⼤を防ぐため、主に、延焼遮断帯の形成、緊急
輸送道路の機能確保、安全で良質な市街地の形成及び避難場所等の確保など、都市構造の改善に関する諸施策を
推進することを⽬的として東京都が定める計画のこと。 
 
 〈 ま 行 〉                                                  

無電柱化
む で ん ち ゅ う か

 

都市防災機能の強化、安全で快適な歩⾏空間の確保及び良好な都市景観の創出を図るため、道路上の電線類を
地中化し、電柱を撤去すること。 
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木造
もくぞう

住宅
じゅうたく

密集
みっしゅう

地域
ち い き

 

東京都の防災都市づくり推進計画において、震災時に延焼被害のおそれのある⽼朽⽊造住宅が密集している地
域として、各指標のいずれにも該当する地域（町丁⽬）のこと 。 

・昭和 55（1980）年以前の⽼朽⽊造建築物棟数 30%以上  
・住宅⼾数密度 55 世帯／ha 以上  
・住宅⼾数密度(3 階以上共同住宅を除く) 45 世帯/ha 以上  
・補正不燃領域率 60%未満 

 

木造
もくぞう

住宅
じゅうたく

密集
みっしゅう

地域
ち い き

と同等
どうとう

である地域
ち い き

 

東京都の防災都市づくり推進計画において、⽊造住宅密集地域の指標のうち、⽼朽⽊造建築物棟数率を除い
た、補正不燃領域率や住宅⼾数密度が⽊造住宅密集地域と同等である地域（町丁⽬）のこと。 

・補正不燃領域率＜60％ 
・住宅⼾数密度≧55 世帯/ha 
・住宅⼾数密度（３階以上共同住宅を除く。）≧45 世帯/ha 

 
 〈 や 行 〉                                                  

ユニバーサルデザイン 

すべての年齢や能⼒の⼈々に対し、可能な限り最⼤限に使いやすい製品や環境のデザインのこと。「みんなの
ためのデザイン」ともいわれている。ユニバーサルデザインのまちづくりとは、⾼齢者・障害のある⼈・妊産
婦・⼦ども・外国⼈を含むすべての⼈にとって使いやすい施設や設備を整備することをいう。 

 
 〈 ら 行 〉                                                  

流 域
りゅういき

治水
ち す い

 

気候変動の影響による⽔災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再⽣などの対策をより
⼀層加速するとともに、集⽔域（⾬⽔が河川に流⼊する地域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸⽔が想定され
る地域）にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して⽔災害対策を⾏う考え⽅のこと。 
 

緑地
りょくち

保全
ほ ぜ ん

地域
ち い き

 

東京における⾃然の保護と回復に関する条例に基づき、都が指定する⾃然地・樹林などの保全のために建築制
限等を⾏う地域のこと。 
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